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公害と戦う中国農民、陳法慶
の故郷 中国浙江省西湖にて

１ し゛ 三才ミｉ

＠【環境ホルモン研究の最先端・第１回】有薗幸司・ＢＰＡ類似化合物の生態毒性とエストロゲン活性の複合作用
＠子どもプロジェクト連続セミナー「子どもに今何が起こっているのか？」
＠
＠

山田久美子・鉛のリスク削減に関する提言
畑直之・炭素税は温暖化防止に必要不可欠な政策

＠公害被害者一週冬三でｋ境保護活動家へある中国農民の軌跡
⑤中地重晴・ＥＵのＲＥＡＣＨを横目に化学物質管理政策をめぐって日本政府も動きだした
＠藤原寿和一東京２こ３区のごみ問題はどうなづこし拓の？～廃プラ・サーマルリサイクルの危険な選択！～
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ＢＰＡ類似化合物の生態＝毒性と
エストロゲ；；・・．’活性の複合作用

匁 ，

● は じ め に

ビスフェノールＡ（ＢＰＡ、２、２-ビス（４-ヒドロキシ

フェニル）プロパン）は、年間約４０～５０万ｔ製造・輸

入され、そのうちの約９割がポリカーボネート樹脂

と エ ポ キ シ 樹 脂 の 合 成 原 料 と して 用 い ら れて い る。

その他にポリエステル樹脂の中間体、難燃剤の合成

原料、塩化ビニル樹脂の添加剤等に用いられている。

ＢＰＡを使用したポリカーボネート樹脂は、ＣＤや

ＤＶＤの基盤などのＯＡ・光学用途、道路の防音壁な

どのシート・フィルム用途等に、またポキシ樹脂は

塗料や接着剤等に用いられ、ＢＰＡを合成原料とした

製、 ’ 副よ非常に広範囲に川いられている。そのため、

ＢＰＡは食物及び水環境中広市斟用ａこ検出され、エスト

ロゲン作用をはじめとした多くの生物活性が報告さ

れている。このＢＰＡに対して、法律等による規制や

管理促進が行われている。平成１３年に施行された特

定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律では、ＢＰＡは生産量と生態へ

の影響を理由に、第一種指定化学物質とされ、排出

量および移動量の届出、化学物質等安全データシー

ト（以下、ＭＳＤＳ：ＭａｔｅｒｉａｌＳａｆｅｔｙＤａｔａＳｈｅｅｔ）の提

供 が 義 務 づ け ら れ た 。 ま た 、 同 法 第 ３ 条 に 基 づ き、

「指定化学物質等取扱い事業者が講ずべき第一種指定

化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る

措置に関する指針」が公表され、関連する事業者は

これに留意して化学物質管理の措置を講じることが

求められている。また厚生省（現厚生労働省）から

は、平成６年１月に食品衛生法第１０条に基づき、「食

品、添加物等の規格基準の一部改正について」の通

知が告示され、ポリカーホネート樹脂からのＢＰＡ
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（フェノール及びｐ↓プチルフェノールを含む）の溶

出限度としての規格基準が２．５ｐｐｍに規定された。ま

た、同通知により、材質試験（材質中に含まれる量

をはかるもの）におけるＢＰＡ（フェノール及びｐキ

ブチルフェノールを含む）の基準値は５００ｐｐｍに規定

されている。近年、代替物としてＢＰＡと構造の類似

した化合物（ＢＰＡ関連化合物）も利用されているが

前述したようにＢＰＡ関連化合物の製造は年々増加し

ているため、そのリスク管理が進められているが水

環境中へのこれらの化合物群の排出量は増加するこ

とが憂慮され、広範囲で検出される環境化学物質と

な る こ と が 危 惧 さ れ る。

環境巾には様々な化学物質が混在し、水環境中で

も水生生物は複数の化学物質に同時に曝露される可

能性も考えられる。多くの環境化学物質は単独では

生体に影響を及ぼさない濃度であっても、複合され

ることによって生体へ悪影響を及ぼす可ｙ抱性は十分

考えられる。イボニシのインポセックス（有機スズ）、

ローチの雌雄同体化レノニルフェノール・エストラ

ジオール）、アリゲーターのペニスの筋小化（ジコホ
ール：有機塩素化合物）のような特有の化学物質に

起因するとされる生態異常、生殖異常の報告例は数

多いが、これら化学物質の複合影響に関する知見は

乏 し い の が 現 状 で あ る。

本稿ではメダカを用いたＢＰＡとＢＰＡ関連化合物群

の生態毒性について複合影響を含めて著者らの研究

を 概 説 す る。

●ＢＰＡとＢＰＡ活性代謝物

ＢＰＡは成熟した生体に入ると、通常は水溶性を高

めるためグルクロン酸抱合体となり尿から体外に排



出されるとされている。しかし、ラットの肝臓成分

を用いたｉｎｖｉｔｒｏ試験（生体内を模倣した試験管内試

験）でＢＰＡの代謝物のエストロゲン活性がＢＰＡの数

倍に増加する事実をもとに、グルクロン酸代謝経路

が未発達なラットやヒトの胎児においては、ＢＰＡは

そのままか活性代謝物に構造変化する可能性が指摘

されている。この活性代謝物は４-メチルー２、４-ビス（ｐ、

ヒドロキシフエニル）ペント↓エン（ＭＢＰ）と同定

され、単独でＢＰＡの数百倍から数子倍のエストロゲ

ン活性を示すことがヒトのエストロゲン受容体を発

現させた形質転｜奥酵母やヒト乳がん由来細胞ＭＣＦ-７

を用いたレポーター・アッセイなど数種のｉｎｖｉｔｒｏ評

価法によって明らかにされている。

著者らはメダカ受精卵を用いた胚の孵化阻害・遅

延試験（受精後１２時間以内の胚を用いて各化学物質

による１４日問の単独曝露を行い、２４時間ごとにふ化

及び死亡を観察し、１４日目までの死亡率から１４ｄ-

ＬＣ５ｏ値を算出）やメダカイ子魚を用いた９６峙問５０％致

死（ＬＣ５ｏ）影響試験（孵化後２４時間以内の仔魚を川

いて各化学物質による９６時問のｌｊ１独曝露を行い、９６

時間後の生存率から９６ｈ-ＬＣ５ｏ値を算出）を行い、

ＭＢＰはＢＰＡと比較してそれぞれ約１０倍及び５倍程度

高 い 生 態 毒 性 を 示 す こ とを 確 認 して い る （ 表 口。

併せてＭＢＰはオスメダカ肝臓ＶＴＧ産生能について

もＢＰＡと比較して約２５（）倍強くより高い生物濃縮能

も持つこと、センチュウ致死影響試験でも、ＢＰＡに

比してＭＢＰの生態毒性が強い事実も見出した。一

方で、ＭＢＰが光により容易に分解されることも明ら

かにした。この事実からＢＰＡ代謝物のリスク評価と

して、ＭＢＰ光分解生成物の生態系への影響を考慮す

べきと考えられるが現在のところその情報は皆無で

ある。ＭＢＰは過去にＢＰＡの工業原料へ混人していた

可能性も指摘されており、ＢＰＡより強い生理活性を

もつＭＢＰが直接性体内へ取り込まれていた可能性や

憂慮されているＢＰＡの生物活性がその微量混入物に

起因している可能性も否定できない。

● Ｂ Ｐ Ａ 類 似 化 合 物 お よ び 光 分 解 生 成 物 の エ ス

ト ロ ゲ ン 活 性

ＢＰＦ、ＢＰＥ、ＢＰＢ、ＢＰＰなどＢＰＡ類似化合物（図

１、次頁）がＢＰＡ代替物として用いられているが、

これら化合物群の毒性影響評価やエストロゲン作用

な ど 生 物 活 性 に つ い て は 知 見 が 少 な い 。 そ こ で、

我々はＢＰＡ関連化合物（ＢＰＢ、ＢＰＥ、ＢＰＦ、ＢＰＰ）

及び前述した光分解生成物３-メチル４、３-ビス（４-ヒド

ロキシフエニル）ブタン↓ワン（ＭＢＢＯ）の生態影

響評価（メダカ初期生活段階の胚及び仔魚を用いた

毒性影響）を行った。加えて、エストロゲン活性を

酵母ｔｗｏ山ｙｂｒｉｄ法によるｉｎｖｉｔｒｏ試験及び雄成魚にお

ける肝臓中エストロゲン応答遺伝子を指標としたｉｎ

ｖｉｖｏ試験（生物個体を用いた試験）から評価した。

メダカ胚孵化阻害・遅延試験では、１４ｄ-Ｌ（ン値は

それぞれ、ＢＰＡ：１４．８ｍｇ／Ｌ、ＢＰＢ：７．４ｍｇ／Ｌ、

ＢＰＥ：２６．０ｍｇ／Ｌ、ＢＰＦ：２８．６ｍｇ／Ｌ及びＢＰＰ：２．８ｍｇ／Ｌと

算 出 さ れ 、 メ ダ カ 仔 魚 ９ ６ 時 間 急 性 毒 性 試 験 で は、

９６ｈ-ＬＣ５ｏ値はそれぞれ、ＢＰＡ：１３．９ｍｇ／Ｌ、

ＢＰＢ：６．１ｍｇ／Ｌ、ＢＰＥ：１３．９ｍｇ／Ｌ、ＢＰＦ：１３．３ｍｇ／Ｌ及び

ＢＰＰ：２．３ｍｇ／Ｌと算出された。これらの結米より、

ＢＰＰ＞ＢＰＢ＞ＢＰＡ＞ＢＰＥ＞ＢＰＦの順で強い魚毒性を示
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した。ＢＰＡ関連化合物の構造は、ＢＰＦ、ＢＰＥ、ＢＰＢ、

ＢＰＰの順でメチル基が１つずつ増えており、魚生態

毒性影響はメチル基数が増加するほど強くなること

が示唆された（表２）。

メダカＥＲα遺伝子を組み込んだ組み換え酵母を用

いた酵母ｔｗｏ-ｈｙＬ）ｒｉｄ法によるエストロゲン活性試験

でＥＣｘｌｏ値を算出し、これらＥＣＸｌｏ値の逆数からＥ２の

エストロゲン活性値を１００として相対活性値を算出し

た。結果は、ＢＰＦ＞ＢＰＢ＞ＢＰＡ＞ＢＰＰ＞ＢＰＥの順であ

り、ＢＰＦ及びＢＰＢはＢＰＡと比較して２倍程度強いエ
ストロゲン活性を示した（表３）。ヒトＥＲａ遺伝子を

組み込んだ組み換え酵母では、ＢＰＢ＞ＢＰＰ≧ＢＰＡ、

ＢＰＥ、ＢＰＦの順で強いエストロゲン活性を示すこと

が報告されていることから、ヒトとメダカではＥＲａ

受容体に対するエストロゲン活性には種間差がみら

れた。また、メダカＥＲａでのＭＢＢＯのＥＣＸｌｏ値は

１２．５ｎｇ／ｍＬ、相対活性値は：１．１０と算出され、ＢＰＡ
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と比較して１８倍程度強いエストロゲン活性を示すこ

とが明らかとなった（表３）。

さらに、ＢＰＡ、ＢＰＢ、ＢＰＥ、ＢＰＦ、ＢＰＰ及び

ＭＢＢＯのｉｎｖｉｖｏでのエストロゲン作用を確認するた

めに、雄メダカ成魚の肝臓中エストロゲン応答遺伝

子（ＥＲ-ａ、ＥＲ-β、ＶＴＧＩ及びＶＴＧＩＩ）発現を調

査した結果ＢＰＡ：８ｍｇ／Ｌ、ＢＰＢ：０．２５０ｍｇ／Ｌ、

ＢＰＥ：８ｍｇ／Ｌ、ＢＰＰ：２ｍｇ／ＬでＥＲ-ａ及びＶＴＧＩの有意

な発現誘導がみられた。ＢＰＰはメダカ肝臓において

代謝活性化され、エストロゲン作用が増大すること

も考えられ今後詳細に検討が必要と考えている。ま

た、ＭＢＢＯもｉｎｖｉｔｒｏ試験においてＢＰＡよりも約１８倍

程度高いエストロゲン活性を示し、ｉｎｖｉｖｏ試験にお
いてもエストロゲン応答遺伝子発現の上昇傾向がみ

られたことから留意する必要があろう。

今回調査したＢＰＡ、ＢＰＢ、ＢＰＥ、ＢＰＦ、ＢＰＰ及び

ＭＢＢＯはエストロゲン活性を有し、一部の化合物は

ズミ〕ｒｃペ乍《工。
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表 ３

Ｅｓｔｒｏｇｅｎｉｃａｃｔｉｖｉｌ

Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ

Ｅ２
ＢＰＡ
ＭＢＰ
ＢＰＢ
ＢＰＥ
ＢＰＦ
ＢＰＰ
ＭＢＢＯ

ｈｕｍａｎＥＲａ

ＥＣＸｌｏ（ｇ／ｍｌ）
２．７２×１０-１１

２．２４×１０-７

５．３７×１０”’０

４．１６×１０-７

５．３６×１０-７

３．７３×１０-７

２．８０×１０-７

２．７６×１０１・７

Ｅ２印ｕｉｖａｌｅｎｔ（ｍｇ／ｇ）
-（１００）

０．１３（０．０１）
５３．７９（５．０７）
０．０６８（０．０１）
０．０５５（０．０１）
０．０７７（０．０１）
０．１１２（０．０１）
０．１０７（０．０１）

ｍｅｄａｋａＥＲａ

ＥＣ２ｉＨ）（ｇ／ｍｌ）
１．３８×１０-１０

２．１９×１０-７

４．２５×１０-ｊｏ

１．４２×１０’７

５．１８×１０‘７

１．０３×１０-７

２．９２×１０-７

１．２５×１０-８

Ｅ２ｅｑｕｉｖａｌｅｎｎｍｇ／ｇ）
-（１００）

０．９１（０．０６）
４０８．３６（３２．４６）
１．２３（０．１０）
０．３３（０．０３）
１．８０（０．１３）
０．５３（０．０５）
１１．８５（１．１０）

ｖａｌｕｅｓｉｎｐａｒｅｎｔｈｅｓｉｓｒｎｅａｎｒｅｌａｔｉｖｅｅｓｔｒｏｇｅｎｉｃａｃｔｉｖｉｔｙ［］ｆＥ２；１００

ＢＰＡと比較して強い急性毒性及びエストロゲン活性

を示すことが明らかとなった。これらＢＰＡ関連化合

物の生態影響及びエストロゲン作用の有無について

の知見は少ないが、ＢＰＡ含有水の排水処理過程や塩

素処理で塩素化ＢＰＡ、果物ホモジネート中で生成す

る水酸化ＢＰＡなどのＢＰＡ関連化合物の生成が知られ

ている。今後、ＭＢＰ以外のＢＰＡの代謝物や混入物に

ついても生理活性のみならずその生分解性や蓄積性

を含め環境中における挙動を調べその環境負荷量を

確かめる必要があるかもしれない。

● メ ダ カ の 胚 ・ 仔 魚 へ 及 ぼ す エ ス ト ロ ゲ ン 化

合 物 の 複 合 影 響

著者らはメダカを用いて、ＢＰＡに加え環境中でも

しばしば検出するエストロゲン様物質オクチルフェ

ノール（ＯＰ）及びエストラジオールー１７β（Ｅ２）の

３種の化学物質を用いエストロゲン活性を持つ化学

物質の複合影響評価をメダカの初期生活段階である

胚・仔魚へ及ぼす複合毒性影響試験を行った。

単独曝露試験から得られたそれぞれのＬＣ５ｏ値

（ＢＰＡ：１５ｍｇ／Ｌ、ＯＰ：０．５ｍｇ／Ｌ、Ｅ２：１．２ｍｇ／Ｌ）を、

ＢＰＡ＋Ｅ２、ＢＰＡ＋ＯＰ及びＥ２＋ＯＰと２物質ずつの組み

合わせで１００：０、７５：２５、５０：５０、２５：７５、Ｏ：１００（％）

の混合比で複合毒性試験を行い、受精後１２時問以内

の胚を用いて各混合比で１４日問の単独曝露を行い、

２４時間ごとにふ化及び死亡を観察した。その結果、

ＢＰＡ-ＯＰの組み合わせにおいて相加的な作川を示し

ＢＰＡ-Ｅ２、Ｅ２十〇Ｐの組み合わせでは、相加以下の作

用 を 示 し た。

また、仔魚を用いた複合毒性試験では、孵化後２４

時間以内の仔魚を用いて、各物質の９６ｈ-ＬＣ５ｏ値

（ＢＰＡ：１３．９ｍｇ／Ｌ、ＯＰ：０．７ｍｇ／Ｌ、Ｅ２：３．４ｍｇ／Ｌ）に相当

する溶液を胚と同様の比率で混合し、９６時問の単独

曝露を行った。２４時問ごとに死亡の観察を行い、１４

日目までの死亡率をグラフにプロットし、曝露後の

各混合比における死亡率の結果をプロットしたグラ

フの形状から評価した。その結果、ＢＰＡ-ＯＰの組み

合わせにおいて、相加以下の作用を示し、ＢＰＡ-Ｅ２、

Ｅ２＋ＯＰの組み合わせでは、相加以上の作用を示した。

エストロゲン化合物の複合毒性は胚で相加以下の作

用を示し、仔魚においては相加以上と胚と仔魚で全

く逆の効果がみられ、メダカ初期生活段階であって

もその生育ステージで全く異なっている可能性が示

峻 さ れ た。

● 最 後 に
一般市民の要望に呼応する形で推進された内分泌

撹乱関連の産官学の多くの取り組みの成果の有益な

情 報 は 、 肝 心 の 一 般 市 民 に は 十 分 に 理 解 で き る 形 で

情 報 提 供 さ れて お らず 正 当 に 評 価 さ れて い る か は 疑

問である。加えて、内分泌撹乱物質問題がもたらし

た成果として、以前に比べて格段に資質向上した市

民の化学物質への知識・意識向上があるにもかかわ

らず、ＢＰＡ以上に憂慮されるＢＰＡ類似化合物やＢＰＡ

代謝物、さらに内分泌撹乱に関する新規の化学物質

群の集積されたリスク情報群については、市民への

リスクコミュニケーションは皆無の状況に近い。今

後、いかに内分泌撹乱作用についてのｕｐｔｏｄａｔｅな

化学物質のリスク情報を市民へ情報提供し、市民や

生 態 系 を 守 る 行 政 の リ ス ク 管 理 へ 寄 与 で き る の か、

新らたな産官学の取り組みは今後の大きな課題であ

ろ う。

（ありぞのこうじ：薬剤師、薬学博士、環境共生学

部食環境安全性学講座）

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１４１●



子どもフロジエ々卜連続セミナー ●・ ／ｉ

「子どもに今何が起こっ・こいるのか？」
～子どもたちが健康で幸せに生きていける環境を守り創るために～

１ ’

講師：瀧井宏臣氏（４，ｙうイター）／水野玲子氏（「ニｆども・体と環境を考ｊｉ．る；ｆｌｌ」代表）
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フ
貳ＩＷ

５月２７日（土）、走り梅雨といわれる雨が続く毎日。

肌寒いくらいの陽気のなか、表参道の環境パートナ
ーシッププラザの会議室で汁新子どもプロジェクト」

の第１回目のセミナーが聞かれました。この天候に

関わらず多くの方が参加してくださいました。宇都

宮や大阪、福岡など、遠方から足を運んでくださっ

た方まで数名おられ、連続セミナーを始めるにあた

って、とても心強い思いになりました。

新子どもプロジェクトは国民会議のこれまでの提

言を踏まえ、子どもたちが健康で幸せに生きていけ

る環境づくりを念頭に、昨夏から活動を再開したも

のです。連続セミナーの第１回目ということで、講

演は今の子どもたちが置かれている状況を総体的に

理解してもらえるようにと、『子ども達のライフハザ
ード』の著者である瀧井宏臣氏と、カネミ油症問題

に長年取り組んでこられた水野玲子氏にお願いしま

し た。

元ＮＨＫの社会部記者でもあったルポライターの

瀧 井 氏 は 、 お 子 さ ん の 酷 い ア ト ピー 症 の 経 験 か ら、

今の子どもたちの回りで起きていることをもっと詳

しく知りたいと調査を始められました。調べれば調
べるほど、子どもたちに信じがたい変化が起きてい

ることがわかってきて、子どもを取り巻く環境の変

化を知らせようと講演活動を続けておられます。今

講演もその調査内容を基にお話いただきました。

●ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．４１

ここ数年マスコミでも取り上げられるほど、了・ど

もたちの体力の低下は著しいものがあります。１９６４

年から文部科学省（旧文部省）では基礎的運動能力

を調査しています。８１年と０２年の調査結果を比較し

たところ、０２年の１２～１７歳の方が５０ｍ走、持久走、
ハンドボール投げの平均値が下回っていることが明

らかになりました。そして、東京学芸大学の近藤充

夫教授を始めとする訓査で、体力の低下は幼児も同

様だと分かりました。８６年と９７年の結果を比べると、

ソフトボール投げ、２５ｍ走、立ち幅跳び、両足運続

とびこしのいずれも９７年の方が下回っています。

ま た 、 遅 寝 遅 起 き に よ る 生 体 リ ズ ム の 崩 れ か ら、

体温調節が利かない子や血圧が異常な子も増えてい

るとのデータもありました。体温や血圧などは自律

神経によって調節されているため、自律神経系の異

常や発達不全を疑う専川家もいるそうです。

国立成育医療センター研究所の斉藤博久部長が調

査した結果からは、１９７０年当時では１０％にも満たな

かったアレルギー体質を持つ子どもは、２０００年には

９０％にも達する状況となり、特異体質であったはず

のアレルギーが今では主流となっていることがわか

っています。そして、和洋女子大学の坂本元子教授

の調査では、生活習慣病の予備群と考えられる、動

脈硬化指数や高コレステロール、肥満傾向の幼児も、

１９８４年には１７．２％だったのに対し、２０００年には３１．７％、



２倍近くまで増えています。１９８４年当峙のデータで

さえ、子どもたちがそんなに汚染されているわけが

ないと取り合わなかった学会も、今では定説として
います。夜更かしによる唾眠の質の悪化や、栄養の

偏り（ビタミン、ミネラル、食物繊維の不足）によ

る現代型栄養失調は親の責任ともとれますが、大人

社会全体の問題が子どもたちの生活環境にも悪影響

を与えているとも考えられます。

夜更かしして朝目が覚めずにご飯が喉を通らない

子どもたち。親は親で寝坊して朝ごはんが作れない。

そこでマクドナルドで朝ごはんを食べ、近くの公園

に行って遊んで、お昼ご飯はメロンパンやあんぱん

などの菓子パンで済ませる。こんな情景が当たり前

の よ う に な っ て き て い る と い う の で す。 時 間 ・ 空

間・仲間が減って外遊びが減少して体力の低下を招

き、年問２２００時問ものメディア漬けとも呼べるテレ
ビやビデオ、ゲーム、パソコンなどの視聴で、脳に

も計り知れない影響を与えているといいます。小学

校の授業時問が年間で９４５時間。算数や国語などの教

科に限れば年問約７２０時間だそうですから、学校での

勉強時間の２～３倍にあたる時間をメディアに費や

している計算になります。乳幼児でも、授乳中や泣

き止まない時に親があやす代わりをテレビやビデオ

にさせている場合、１日平均の視聴時間が長いほど、

赤ちゃんの言葉やコミュニケーションの発達に遅れ

があると指摘されています。

そのような実態を剛いた後に、カネミ油症での被

害者に現れた影響を間けば、恐ろしさはもっと増し

ます。カネミ油症による次世代への影響は、被害を

受けてから数年経った後に妊娠出産した子どもにま

で出ていることが、カネミ油症被害者支援センター

（ＹＳＣ）の「油症被害者の次世代健康影響」の聞き

取り調査で明らかになりました。これは、米ぬか油

に混入したＰＣＢとダイオキシンの経口摂収による

被害の実態を明らかにするとても貴重な内容です。

ダイオキシンやＰＣＢなどの内分泌撹乱の影響は、

シーア・コルボーンの『奪われし未来』で書かれた

ように、ホルモン異常をきたすおそれがあることが

わかっています。それは動物での影響がわかってい

るだけで、人間にどのような影響が出るかはわから

ないと、多くの学会や行政側は見ているといいます。

しかし、動物と同様の影響が人間にも出ていると水

野 氏 は 指 摘 し ま し た。

フタル酸エステルも内分泌撹乱作用が疑われてい

る物質で、その尿中の濃度が高い母親から生まれた

男児は、肛門と性器問の距離が短縮し、女性化が見

られるという（スワン報告口００５）」や、枯葉剤（ダ

イオキシン）が使用されたベトナム戦争の帰還兵の

子どもたちに神経系の異常が見られた例、メチル水

銀の汚染による胎児性水俣病の例など、今まで明ら

かにされている化学物質による次世代影響の実態を

水野氏は紹介されました。そして、カネミ油症の被

害からわかる次世代影響についての見解を述べられ

ま し た。

当時、被害者の年齢層はさまざまで、親と一緒に

食事をした乳幼児の子もいました。環境ホルモンに

よる被害は、大人よりも成長発達段階にある子ども

の 方 が 懸 念 さ れ て い ま す。 そ れ を 証 明 す る よ う に、

乳幼児期（Ｏ～５才）に曝露した２４人中２３人が重い

病気に罹っていました。白血病や精巣減少症、メニ
エール病にバセドウ病、思春期遅発など、血液やホ

ルモン系に関わる病気などが多く見られます。また、

曝露した親から生まれた２世では、８５人中２０人が死

産や流産、巾絶などで出生前後に死亡し、生後の新

生児死亡が３人。合計約１／４の２世が死亡してい

ます。そして、出生前後の死亡割合はカネミ３世の

場合も同様であったといいます。中には黒い赤ちゃ

んの死産の例も報告されていました。黒い赤ちゃん

で現在成長した方について、本人や家族から話を聞

き、多動症や乳歯が生え変わらない、骨の異常、性

染色体異常に産道発育不全など、動物実験で明らか

にされた環境ホルモンの影響と何ら変わらない症状

がでていることがわかっています。

瀧井氏の講演の中で、血中のＰＣＢ濃度が高い方

が糖尿病になるリスクが高くなるという報告がある

と言われていました。生活環境だけで子どもたちの

育ちが脅かされるものでしょうか。多かれ少なかれ、

私たちの身の回りには多くの化学物質が使用されて
い ま す。 そ してそ の 影 響 は 動 物 だ け で な く 、 人 間 に

も確実に魔の手を仲ばし、次世代への影響を与えて

いるのではないか、そのような恐ろしさを感じた今

回 の 講 演 で し た。

（子どもプロジェクトチーム・磯部起世子）
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鉛のリスク削減に関する提言

国民会議では、特に子どもを鉛曝露から守るため、

２００６年５月、厚生労働省、環境省、文部科学省、経済

産業省の各大臣に対し、『鉛のリスク削減に関する提

言』を行いました。以下に、この提言に至った経緯お

よび概要と、各省の対応に関して簡単に報告します。

【 １ 】 提 言 に 至 っ た 経 緯

２００５年２月３日、米国消費者製品安全委員会（以下、

米国ＣＰＳＣ）から、子ども用の金属アクセサリーの
一部が高濃度の鉛を含有していることが報告され、併

せて子どもに対する鉛に起因する潜在的な健康上の危

険性を低減する暫定方針が示されました。これを受け

て、 米 国 で は 、 Ｃ Ｐ Ｓ Ｃ の 定 め た 基 準 （ 含 有 濃 度

０．０６％ヽ溶出量１７５μｇ）を超える金属アクセサリ一類

の回収が行われ、カナダでも同様の対応が執られてい

ま す。

そのため、東京都が、郡内で市販されている金属製

アクセサリー７６品目について分析調査を行った結果、

同含有基準を超えるものが４６品目、このうち５０％以上

の高濃度で鉛を含有する製品が３２品目もあり、わが国

でもこの問題を看過できない状況であることが判明し

ました。また、本年２月には、アメリカで４歳児がブ

レスレットの一部を誤飲し、鉛中毒で死亡していたこ

とが報道され、社会的関心が高まっています。

鉛問題に関して、社会状況の相違はあるものの、欧

米では１０年以上前から鉛曝露によるリスクを低減する

ための総合的なプロジェクトが行われてきています。

特に近年は、急性中毒のみならず、低濃度曝露によっ

ても、脳神経系の発達障害によるＩＱの低下など、子

どもの生涯にわたるＱＯＬを低下させるとの研究報告

が多数あって、各国は子どもの曝露低減を推進してい

ま す。

しかしながら、アクセサリー問題に関してわが国で

は、厚生労働省と経済産業省が、関係業者に鉛を含む

製品の取り扱いの有無を問うアンケート調査を行った

に過ぎず、対策としてはきわめて不十分でした。また
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総合的な鉛問題に関する省庁横断的なプロジェク】ヽが

なく、わずかに各担当部局が縦割りで対応して来たに

過ぎません。このような状況が判明したため、国民会議

としては以下のような提言をすることになりました。

（ｈ叩：／／ｗｗｗ．ｋｏｋｕｒｌｌｉｎ-ｋａｉＳｇｉ．ｏｒｇ／ｐｄｆ７ｐｂ０６０５１１．ｄ（）ｃに掲載）

【２】鉛提言の概要

提言は緊急性のある鉛アクセサリー問題対策と、総

合的リスク削減にわけて提示しました。

第 １ 提 言 の 理 由

①鉛の毒性については、特に子どもへの毒性の特徴で

ある、小児期の鉛曝露による心身の発達障害、低濃皮

曝露によってもさまざまな障害を惹起するとの多数の

研 究 報 告 が あ る。

②ＯＥＣＤで採択された鉛リスク削減宣言や、Ｇ８の

環境大臣によるマイアミ宣言における、環境中の有害

物質から子どもの健康を守る対策事項の一つとしての

鉛曝露の低減に基づき、欧米各国は総合的なプロジェ

クトを展開している。

③一方、わが国では加鉛ガソリンの廃止、水道水への

鉛管の代替化を行ってきているが、鉛とその化合物の

用途と使用状況（鉛バッテリー、金属アクセサリー、

塗料など）を見ると、対策や規制が不十分であり、そ

の後の曝露実態等の調査も十分なされていない。

④環境巾の鉛も放置されたまま、除去対策は進んでい

な い。

⑤省庁横断的な総合プロジェクトが行われておらず、

国民（特に子ども）の鉛への暴露実態が明らかになっ

て い な い。

第 ２ 提 言 の 内 容

１．金属アクセサリ一類に含有される鉛に関する提言

①徹底した実態調査および溶出試験の実施

②「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」

（家庭用品規正法）に基づく指定、含有および溶出基

準の設置

③基準を超える金属アクセサリ一類の回収命令の発布



④ｊｉｌ険性についての周知・情報整備と提供
⑤製品への警告表示の実施
⑥家庭用品規正法（厚生労働省管轄）と家庭用品品質
表示法（経済産業省管轄）の統合
２、総合的鉛リスク削減対策の提言

①組織体制の整備等
＊省庁横断的な体制の設置と、峨略的なリスク削減

対策の立案・実施
②各種実態調査の実施
＊金属製アクセサリー類及びその他の生活用品に含

まれる鉛・環境中の鉛による、子どもの曝露実態の調
査の実施

③鉛についての諸規制の実施
＊製品による鉛曝露のおそれのある場合は法による

規制を予防的に実施
＊鉛を含有する製品への成分表示および警告表示の

義務づけ
＊塗料やはんだへの鉛使用の段階的廃止
＊鉛弾・釣りの鉛製錘の段階的廃止
＊教育施設や公園などで使川される塗料・錆止め剤に

ついて鉛の含有および溶出基準の設定と危険性の周知

＊廃棄物処理施設から大気巾に排出される鉛につい

ての排出規制の実施
＊農地土壌の鉛含有濃度基準の強化

④鉛バッテリーの回収義務と適正処理の促進
⑤鉛に関する情報収集と情報提供のシステムの整備
⑥鉛リスクとその削減についての教育体制の整備

⑦調査研究の推進
＊子どもを含む国民の血液中鉛濃度の経年調査
＊子どもを含むハイリスク・グループの鉛曝露状況

調査
＊代替化のための技術開発、実践、奨励

【３】各省の対応
関連省庁は四省にわたるため、以下の省と意見交換し
ました。
①厚生労働省（医薬品食品化学物質安全対策室）
＊今回の鉛アクセサリー問題に関しては、経済産業

省とともに関係業者に対する取り扱いの有無を問う
アンケート調査を行ったのみ。対策・情報確保のいず
れにおいても不十分であるが、これで一旦終了か。
＊総合的な鉛リスク削減対策は行っておらず、また

今後の対策の範躊にも入っていない。鉛への曝露リス

クに関する厚生労働省主導の研究調査もほとんど行わ

れていないため、実態も把握できていない。加鉛ガソ

リンの廃止、水道水中の鉛濃度基準の改定で、鉛問題

をすでに終わったものとして捉えている。

＊鉛製品の規制には経済産業省との連携が必要であ

るが、主体的に動く方針ではない。

②環境省（水・大気環境局大気環境課、廃棄物・リサ

イクル対策部リサイクル推進室、環境保健部環境安全

課）
＊提言項目中の、廃棄物焼却炉からの鉛等、重金属

の規制に関しては、ＥＵのＲＯＨｓ指令がらみで予算

が取れたため、排ガス分析など（６種の規制有害物質）

予備調査を今年度から３年くらいかけて実施の予定。

＊提言項目中の鉛バッテリーに関しては、平成１７年

１２月から経済産業省と合同で中央環境審議会におい

て、資源有効利用促進法に基づく回収率とリサイクル

率を上げるため、省令改正の検討中。ただしメーカー

が弱小であることから、業界との調整が困難で壁に突

き当たっている。バッテリーの輸入問題もからんで事

態 は 複 雑 化 して い る。

③文部科学省（スポーツ・青少年局学校健康教育課）
＊部局としては、児童・生徒および教貝・保護者へ

の保健教育の一環として、鉛問題への注意を喚起し、

啓発することはできるとのこと。

＊学校建築の安全基準等に関しては、大臣官房文教

施設企画部の担当であり、さらに実際の建築物に関す

る責任は建設する地方自治体にあるが、保健局の方か

らこの提言内容に関する鉛リスク削減対策について連

絡し、対応を求めることは可能とのこと。

＊ただし、すべての施設の鉛調査実施が可能かどう

かは、現時点では不明とのこと。

④経済産業省（商ｌ割冑報政策局製品安全課）
＊表示をするについては、その表示の有効性の検証

が必要である。そのためにはリスク評価の必要がある

が、わが国には、基本となるデータがない。
＊家庭用品規正法と家庭用品品質表示法の統合につ

いてはもっともであるし、担当として業務の不都合を

感じるので、ひとの健康という視点の家庭用品規正法

をベースにした法律の大改正は必要と思う。しかし歴

史的な流れの中では、直ちに表示の担当部分を厚生労

働省に明け渡すことは事実上、困雌であるとの回答で

し た。
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炭素税は温暖化防止に必要不可欠な政策

●ＣＯ２が減らない原因は政策にある

２００４年度の日本の温室効果ガス排出量は基準年

（１９９０年度など）比で８．０％増加、中でもエネルギー起

源の二酸化炭素（Ｃ０２）は１９９０年度比１２．９％増となっ

ており、削減が進むどころか増えてしまっています。

なぜエネルギー起源Ｃ０２の排出量は増えているので

しょうか。１９９０年以降、日本は大幅な経済成長を遂げ

た訳でも、Ｃ０２排出に影響の大きい製造業の生産量が

急増した訳でもありません。主な原因は、オフィスビ

ルやそこで使われるオフィス機器の増加、自動車の増

加、家電機器の増加、それに効率向上（省エネ）や自

然エネルギーの技術の導入・普及が滞っていることが

挙げられます。交通手段がＣ０２排出の多い自動車にシ

フトしてしまったり、日本全体としての効率向上（省

エネ）が進まなかったり、自然エネルギーの技術の導

入・普及が滞っているのは、技術ではなく、政策や制

度の問題であると言えます。

今、Ｃ０２削減に実効性のある政策の強化・拡充が急

務です。中でも、化石燃料に課税する炭素税（環境税）

は、企業や個人すべての主体に対して価格インセンテ

ィブ効果で削減を促すことができる、必要不可欠な政

策 で す。

● 炭 素 税 導 入 は な ぜ 実 現 し な い か

税制は極めて政治的なテーマですので、その変更や

導入は与党（主に自民党）での議論によって決まりま

す。プロセスとしては、政府（炭素税の場合は環境省）

が導入を提案し、それを受けて税制調査会など与党に

おいて議論が行われ、可否が決まります。炭素税（環

境税）の場合、環境省は２００４年と２００５年の２年連続で

環境税導入を提案しましたが、結局先送りとなってい

ま す。

炭素税の導入がなかなか実現しない原因のひとっと

して、日本経済団体連合会など一部の産業界の人たち

の反対があります。私たち地球温暖化問題に取り組む
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環境ＮＧＯは、炭素税導入を目指して様々なセミナー

やシンポジウムを開催してきましたが、反対する人だ

ちとの議論はお互いにかみ合わないことが多いため、

反対派のパネリストを招くことには消極的でした。

しかし、導入反対の立場の方々を含め、様々な意見

を持つ人々が集まって議論し今後を展望する場も必要

であることは確かです。そこで３月末に、右上のよう

なシンポジウムを開催しました。

このパネリストの中では、永里氏と糟谷氏が炭素税

導入に反対の立場でした。このように反対の立場のパ

ネリストも参加して炭素税について議論する公開のイ

ベントは、２００３年９月に環境省が主催して開催された

「温暖化対策税を環境大臣と語る集い」以来のことで

し た。

● 経 済 同 友 会 の 提 言 の 意 義

このシンポジウムでは、経済同友会の柿本氏が出席

し た こ と も 注 目 さ れ ま す。 経 済 同 友 会 は 今 年 １ 月、

「環境配慮型の税体系を考える～地球環境を保持する

国民的ビジョンの構築に向けて～」と題する政策提言

を発表しました。その中で、地球温暖化問題と税制の

関係、特に政策としての炭素税（環境税）について検

討を加えています。まず環境省の環境税案については、

財源確保のための単純増税で既存エネルギー税の見直

しに踏み込んでいないとして反対の立場を示しつつ、

炭素税そのものについては、インセンティブ効果とア

ナウンスメント効果でＣ０２排出を抑制する政策手法と

して評価しています。また不特定多数の対象を誘導す

る政策であり、家庭・業務部門に向けても効果がある

としています。税収は一般財源にすべきとし、試算例

においては炭素トン当たり１０、０００円という税率が示さ

れています。この提言書は炭素税導入の意見を表明す

るものではありませんが、経済団体が政策としての炭

素税について適切な認識を示したものとして評価でき

ま す。



● ３ 月 末 の シ ン ポ ジ ウ ム の 概 要
◇タイトル気候変動／地球温暖化に対処するため

の税体系を考える
◇日時２００６年３月２９日（水）１８：１５～２０：５０
◇場所星陵会館ホール（東京都千代田区）
◇ 主 催 「 環 境 ・ 持 続 社 会 」 研 究 セ ン タ ー
（ＪＡＣＳＥＳ）
◇共催気候ネットワーク、炭素税研究会
◇プログラム（※敬称略）
１８：１５～１＆２０：趣旨説明
１＆２０～１８ｙ１５：報告「地球温暖ィヒに対処するための
環境税／炭素税の経緯、炭素税研究会の捉案」
畑直之（炭素税研究会／気候ネットワーク）
１８：５０～２０：５０：パネルディスカッション

＜テーマ＞気候変動／地球温暖化に対処するた
めの税体系のあり方（炭素税（環境税）／既存
エネルギー税／特別会計等のあり方）
＜パネリスト＞
柿本寿明（経済同友会「環境税を考えるプロジ
ェクト・チームｊ委貝長／日本総合研究所シ
ニアフェロー」

永里善彦（株式会社旭リサーチセンター代表収
締役桧長）

糟谷敏秀（経済産業省環境政策課長）
鎌形浩史（環境省環境経済課長）
足立治郎（炭素税研究会／「環境・持続社会」
研究センター）
＜司会＞植田和弘（京祁大学教授）

● 炭 素 税 反 対 の 意 見 は 妥 当 か

次に炭素税導入に反対する意見が妥当なものかど

うか、見てみましょう。

○回際競争力など経済への影糾について

炭素税への代表的な反対意見は、国際競争力など経

済へのマイナス影響を懸念するものです。炭素税は化

石燃料消費を減らす政策ですから、その部分ではＧＤ

Ｐは確かに小さくなりますが、マクロ経済的にはマイ

ナスはごく微小ですし、省エネ・自然エネルギーなど

の産業ではむしろプラス効果を生じます。高付加価値

な環境産業の発展は、国際競争力にもプラスになりま

す。エネルギー集約型の素材製造業の国際競争力には

確か４こ影響がありますが、協定などによる条件付軽減

などの制度設計の工夫で対応可能です。また、税収巾

立型の制度設計なら経済全体の税負担は変わりません

（増税にはならない）。

○削減効果について

炭素税に対して、その価格インセンティブによる

Ｃ０２削減効果について疑問視する意見があります。短

期的には確かに価格による削減効果は小さいですが、
エネルギー管理や合理化など使川時の工夫による省エ

ネ（Ｃ０２削減）は行われます。中長期には、工場の設

術や機器・家電・車などの置き換わりにより、より大

きな削減効果が得られます。日本は確かに省エネ先進

国 で す が 、 原 油 価 格 が 急 落 し た 逆 オイル シ ョ ッ ク

（１９８６年）以降は効率向上は停滞しており、省エネ

（効率向上）の余地は十分にあります。また市場要因

である原油価格の高騰と、政策として導入する炭素税

は「別物」です。

○他のｊＩＵ則ヒ政策との関係について

炭素税よりも、佃別分野（ｚｊｉ柚暖化政策や普及啓発を

優先すべきとの意見もあります。個別分野の温暖化政

策や普及啓発と炭素税は［二者択一一］ではなく何ら矛

盾しないものですから、両方（全部）行えば良いだけ

の こ と で す。

● 市 場 経 済 に Ｃ Ｏ ２ コ ス ト を 織 り 込 む

炭素税関係の今後の動きを見てみましょう。

間もなく６～７月には、炭素税と関係の深い道路や
エネルギーの特定財源・特別会計の改革を含む「歳

出・歳入一体改革」の収りまとめを経済財政諮問会議

が行い、それを反映する形で「経済財政運営と構造改

革に関する基本方針（骨太の方針）２００６」が閣議決定

さ れ ま す。

炭素税自体については、環境省が夏以降どのような

炭素税導入の税制改正要望を出し、年末に向けて与党

税例調査会などがどのように議論を行うのか、注目さ

れ ま す。

また、炭素税と関係の深い石油特会（石油及びエネ

ルギー需給樹造高度化対策特別会計）と電源特会（電

ｉＪリ；ｔ開発促進対策特別会計）の２つのエネルギー特別会

計は、２００７年度に統合が予定されています。

いずれにせよ、京都議定書の目標達成だけでなく、

今後長期に渡ってＣ０２削減を進めるには、市場にＣ０２
コストを織り込んで経済を温暖化防止型に変えること

が必要不可欠であり、それには炭素税の導入が必須な

の で す。
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害 被 害 者-
ＺＺＺＩ Ｚ丿ＺＩ

ヽ ら 環 境 保 護 活 動 家 へ
ー … … ゛ … …

弓ヨ

中国に環境保護運動の芽生え

黄河の断流、黄砂の舞う内モンゴルの砂漠、化学
工場の事故による黒竜江の水質汚濁、武漢、南京、

重慶など大都市の大気汚染、三峡ダム建設に伴う長
江の水質汚濁。旧式の国営工場からの排水汚染。現

代中国はしばしば環境汚染のデパートの様相を呈し
ている、とも言われる。

しかし、中国社会も手をこまねいているわけでは
ない。日本の国会にあたる全人代で昨年３月循環型
社会を目指すことが国づくりの大方針として発表さ
れた。各種リサイクル法の準術も進んでいる。市民
レペルでは、各地に様々な環境保護運動が芽生え、

佃性的な活動家が生まれている。

Ｈ Ｐ で ア ド バ イ ス

例えば浙江省の農民出身の環境保護活動家・陳法

慶氏。「空前の環境訴訟ブームにある」（中国の通信

社、新華社）中国で、公害に悩む中国人に無料で環

境保護のアドバイスを行っている。昨年６月に開設

された陳氏の公式ＨＰｒ農民陳法慶環保網」（環境保

護ネット、ｈｔｔｐ：／／ｖｖｗｗ．ｎｍｃｆｑ、ｃｏｍ）には多数の国民が

訪れる。これから役所に陳情したい、環境訴訟を行
い た い 、 マ ス コ ミ に 問 題 を 取 り 上 げ て も ら い た い、

しかし方法が分からないという人々が、ＨＰを通し

て陳氏に相談を持ちかける。訴訟で救済を得られな

かった人も彼に助けをもとめる。

メール、電話、ＦＡＸ、手紙などを利川して、陳

氏は、具体的なやり方をアドバイスする。陳さんの

ＨＰで、それらの人々の事例を公開することもある。

環境保護で全国的な有名人になった陳さんのＨＰ自

体がメディアになっている。だから、彼のＨＰに掲

載されるとそれは全国的な影響力を持つわけだ。

「２００５年十大公益人物」（中国民政部主管の『公益

時報』）、「２００５年中国で最も影響のあった１００人」（中
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国内外著名人文化研究会および「人物週刊」など国

内外のメディア３０余社の選定）、「２００５年度中国広告
業影響力人物」（中国広告協会と現代広告雑誌社の選
定）などに選定されている。２００５年のトリノ冬季五
輪の中国での聖火ランナーもつとめた。

自費で環境広告を出す

そ ん な 陳 さ ん の 自 宅 で、 話 を 聞 く こ と が で き た。

場所は上海に隣接する浙江省の省都杭州市内から車

で２時剛ほどの距離にある同市の余杭区仁和鎖奉口

付。３階建て総計２００ヘーベはあろうかというコンク

リートの家には、本人、奥さん、養父ほ、１４歳の娘

さ ん の ５ 人 が 暮 らす。

自分は「一農民に過ぎない」と本人が語る陳さん

を一躍全国的な有名人にしたのが、昨年６月、中国

最 大 の Ｔ Ｖ 局 中 央 電 視 台 の 人 気 イ ン タ ビ ュ ー 番 組

「而対面」での出演である。陳さんが取材されたきっ

かけは、彼が自費で行った中国初の市民による環境

広 告 で あ る。

「環境にやさしくすることは、自分にもやさしい。

提 供 ： 農 民 陳 法 慶 」 と い う キ ャ ッ チ コ ピー で 、 杭

州電視台や人民日報などに出稿された。

陳氏が広告を出すようになった経緯はこうである。

自宅付近の石材加工場からの粉塵と騒音が激しくな

ったのが２００２年の初め。公害を軽減する措置を取る

よう工場や地方の政府に陳情を繰り返した。が埓が

あかない。そこで、自力で原因と被害の調査を行い、

記録した。それをもとに、企業の汚染責任と地方政

府の行政責任を地方裁判所に訴えた。法廷は前者は

認めたものの、後者については訴えを棄却した。

環 境 政 策 の 欠 陥 に 気 づ く

巾国の環境管理制度では、公害企業は汚染排出課

徴金を政府に支払えば、操業を続けることができる

からだった。裁判を通じ陳さんは、中国の環境政策



衣民

葱 ．，

法庚

の欠陥に気づくようになった。同時に、それを許し

ているのは国民の環境意識の低さが背景にあると考

える よ う に な っ た。

ある時、テレビアニメのきれいなＣＭを見ていた。

良 い 広 告 を 出 せ ば 、 一 般 の 人 の 理 解 も 進 む の で は、

と思いついたという。早速、地元のテレビ局と新聞

社に飛び込み、「自費で環境広告を出したい」と切り

出した。テレビ局は、面白い話だから「ただで広告

を掲載しましょう。それとも番組で取り上げましょ

うか？」と聞いてきた。しかし、陳さんは「自分で

お金を出したというインパクトがほしい」と言って、

局の申し出を断った。テレビ局は大幅に料金をディ
スカウントしてくれた。２万元（約３０万円）で、３０

秒のコマーシャルを１日数回、２週間余り流してく

れた。新聞社もまけてくれた。

これに自信を得た陳さんが次に向かったのは北京

-

Ｊ゙

コ ゴ

ブｊ

１回，百丿丿
- ？ ／

詐 丿

ｌ-」

だ っ た 。 中 国 最 大 の テ レ ビ 局 で あ る 中 央 電 視 台 と、

最有力紙の人民日報である。前者は、「前例がない」

と掲載を拒否された。が、後者は掲載に応じてくれ

た。しかも割引料金で。これが中央電視台の記者の

目に留まり、同テレビ局の人気番組『面対面』への

出演につながった。番組の録画を見ると、最初、「有

名になりたいから広告を出したのか？」と辛らつな

質 問 を 繰 り 返 して い た キ ャス タ ー が 、 次 第 に 陳 氏 の

環 境 を 守 り た い と い う 情 熱 に 引 き 込 ま れて い く 様 子

が 分 か る。

その後、陳さんは、環境問題に悩む全国の中国人

の相談相手になっている。地方政府も陳さんの意見

を折りに触れ、求めるようになったという。自らを

「 農 民 陳 法 慶 」 と 名 乗 る 、 そ して 名 刺 に も そ う 記

載する彼の職業は建設業と養豚業である。

（編集部）

ダ

ｉ；こ

（注）取材は、早大大学
院アジア太平洋研究科
の原剛主宰の「環境と
持続可能な発展プロジ
ェクト」に同行するこ
とで可能になった。
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ＥＵのＲＥＡＣＨを横目に
化 学 物 質 管 理 政 策 を め ぐ っ て
日 本 政 府 も 動 き だ し た

有割 ヒ 学 物 質 削 減 ネ ッ り ー ク 中 地 重 晴

●はじめに

皆さんご存知のようにＥＵではこの秋にも新化学物質政

策ＲＥＡＣＨ（イヒ学品の登録、評価、許可制度）が制度化

されます。アメリカでもＴＳＣＡ（有害物質規制法）の改

正案が議論されています。国際的に化学物質をどのように

管理していくのか、転換点にさしかかっています。２００８年

までの導入を求めるＧＨＳ（化学品の分類及び表示に関す

る世界調和システム）国連勧告に基づいて、日本でも労働

安全術生法が改正され、今年１２月からＧＨＳ制度が開始さ

れます。そうした化学物質管理に関連する世界的な勤きの

中で、化学物質排出把握管理促進法が２００７年に化学物質

審査法が２００９年に国会決議に基づいて見直しを検討する時

期にさしかかってきました。

そのため、謝境省、経済産業省がそれぞれ検討委貝会を

立ち上げて、５月から９月までの問に、集中的に議論する

ことになりました。小生は有害化学物質削減ネットワーク

口ウォッチ）の代表として両方の委員会に参加していま

す。市民団体として、国の委貝会に参加することについて

は、抵抗感や批判もあると思いますが、アジェンダ２１以降、

政策決定時の市民参加が重要視されるようになり、委員と

しての参加を要請されたようです。時代も変わってきたと

いう感じがします、政策決定に市民参加をというのを掛け

声に終わらせないように実質的な議論に積極的に参加し

ていきたいと考えています。簡単に二つの委貝会の内容を

紹介します。

● 化 審 法 改 正 を 検 討 す る 産 構 審 の 小 委 員 会

化学物質の新規使用について、毒性を評価し、使用を許

可する化学物質審査法では、年間１万数千件の許可申請が

あり、現行の審査体制では事務処理能力の限界に近づいて

います。また、既存化学物質については年間１干トンを超

えるものについて、企業が自主的に取紐むＪａｐａｎチャレン

ジプログラムが行われていますが、数十物質については評

価されない可能性があり、いかに化学物質の毒性評価を行

っていくのかが課題になっています。日本では、経済産業
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省、環境省、厚生労働省の３省をあわせても、化学物質管

理に従事する職員数は数十名規模で、アメリカやＥＵの数

百から千人規模と比較すると、人的体制が弱いことは明白

で す。

世界に先駆けて、制定された化審法ですが、いつの問に

か欧米に抜かれ、遅れてしまった日本の化学物質管理政策

をどのように立て直すのかを議論するために、経済産業省

が、産業構造審議会化学・バイオ部会の中に化学物質政策

基本問題小委員会（中西準子座長）を立ち上げました。９

月末までに集巾して、密議される予定です。市民の代表と

いうことで、国民会議の常任幹事の佐藤泉先生とともに小

生が委貝に加わっています。

国はリスクベースの化学物鴛迂‘管理を行いたいという意向

ですが、予１防原Ｌ！｜」やアスベストや水俣病のなどの教訓に学

び、市民のために必唆な化学物質管理のあり方を提案して

いきたいと思います。

● Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 制 度 の 見 直 し を 検 討 す る 懇 談 会

もう一つは環境省の化学物質排出把握管理促進法に関す

る懇談会（大塚直座長）で、ＰＲＴＲ制皮の見直しを検討

するものです。ＰＲＴＲ制度が実施されて４年分の集計公

表が行われていますが、市民の関心が低く、有効に活川さ

れているとは言いがたい状況です。国内で環境中に排出さ

れた有害化学物質の量を正確に把握し、環境保全政策にい

かしていけるようにＰＲＴＲ制度の見直しを市民の立場

で、提案していきたいと思います。こちらも関係者のヒア

リングを行い、９月初めには提言をまとめる予定です。

どちらも今後の日本の化学物質管理政策の道筋を決める

重要な委貝会であり、短期問で集中的に議論する予定です

が、拙速な検討に終わらせないように、市民の声を届けた

いと思いますので、ご意見ありましたらご連絡ください。

また委員会は公開ですので、多くの会員に傍聴していただ

き、市民の関心の高いことを示していただけるとありかた

いで す。



東京２３区のごみ問題はどうなっているの？
～廃 プ ラ ・ サ ー マル リ サ イクル の 危 険 な 選 択 ！ ～

４月１７日、東京２３区及び清掃一部事務組合は「東京２３区
における廃プラスチック等のサーマルリサイクルの実施に
ついて」という記者発表を行いました。その主な内容は、
２００８年度（平成２０年度）から２３区全域で廃プラスチックを

「可燃ごみ」として収集し焼却処理する、それに向けて今
年度から収集運搬のモデル事業と清掃工場における焼却実
験に入る、というものです（詳細は右表を参照）。
２３区では、すでに昨年１０月、東京湾に残された最後のご
み埋立処分場の延命のためと同時に資源の有効活用を目
指すとして、埋立処分場に占める割合の高い廃プラスチッ
ク等をそのまま埋め立てるのではなく、可燃ごみとして焼
却することにより熱エネルギーを回収する「サーマルリサ
イクルｊを実施する方針を打ち出していました。
これまで東京２３区では、Ｆ炉が傷むＪＦ塩化水素の発生に
よって健康被害が発生する」などの理由から、廃プラスチ
ックは「不燃ごみ」扱いをしてきましたが、今回の決定は
その方針を人きく変えることになります。ところがこれほ
ど大事なことを決めるのに、各区の議会や区民等にも諮ら

ずに区長会で決めるという議会軽視、区民無視が行われて
います。こうした手続き上の問題にとどまらず、今回の方

針には以下のような問題点があります。
第一には、これまで行政や区民らが収り組んできた分別

排出や減量化、資源化の取り組みの努力に水をさすという
点です。分別もせずに捨てられるということになれば、せ
っかくごみ排出量の減量化か進んできたその流れを止める
ことになり、結果として再びごみ量の増大をもたらすこと
になります。

第二には、鳥温燃焼による熱負荷をもたらし、東京のヒ
ートアイランドに一層の拍車をかけることになります。

第三に、廃プラスチックの焼却は、ダイオキシン類や重
金属類など有害な化学物質の生成による環境汚染を促進す
ることになります。組合では、現在の焼却炉は高温燃焼の
達成やバグフィルターの設置等によりダイオキシン類の排
出は問題にならないレベルにまで低減されているので、廃
プラスチックを燃やしても問題がないと説明しています
が、バグフィルターの破損（新江束清掃工場、江戸川清掃
工場等）による汚染物質の排出は避けられません。また、
煙突からだけでなく煙道（ダクト）や灰ピットなどからリ
ークしたダイオキシン類や重金属類などが含まれたばいじ

んが建屋から漏出する可能性もあり、決して問題がなくな
ったわけではありません。また燃焼温度を上げるほど、毒

常 任 幹 事 藤 原 寿 和
（廃プラ燃やすな！市民協議会）

１。新たに焼却の対象とするごみ
区が収集する廃プラスチック、ゴム、皮革類
２．効果
・廃プラスチックの焼却は、埋立ごみ量のうちの約６

割の削減が見込まれる。
・焼却により発生する熱エネルギーによる発電で生じ

る余剰電力は電力会社等への売電により、工場運営
コストの効率化につながる。
・廃棄物の輸送距離の縮減により環境負荷や経費の低

減になる。
３．今後のスケジュール等
平成１８年度：モデル収集実施（品川・大田・杉並。

足立の４区で実施）
平成１９年度：モデル収集実施区の拡大
平成２０年度：２３区での廃プラスチックのサーマルリ

サイクル本格実施
４．清掃工場における調査
モデル収集実施区が収集した廃プラスチック等を搬

人するすべての清掃工場で、サーマルリサイクルの影
響や効米の調査を行い、その結果を各区広報やホーム
ページ等で公表する。

性面で問題のある芳香族炭化水素類が発生しやすくなると
の指摘が専門家からなされています。

第四には廃プラスチックの高温燃焼は大気汚染をもたら
すだけでなく、二駿化炭素などの温室効果ガスの排出によ
り、地球温暖化にさらに拍車をかけることになります。
以上のよう番心点を考えるならば、廃プラスチック対

策は燃やすことではなく、使用量や排出量の抑制対策の他、
容器包装リサイクル法による分別の徹底と、プラスチック
メーカーによる回収と再使用や再生利用の促進などの対策
を推進する必要があります。さらに、最近の研究では、廃
プラスチックを放置しているだけでプラスチックから有書
な化学物質が大気中に揮散することが知られており、さら
に摩擦や圧縮、破損等の物理的な力が加えられることで、
杉並病の原囚となったとされる様々な石油系人工合成化学
物質の発生がもたらされることが明らかになっており、そ
の点からもプラスチック製品の使用はできるだけ避けるこ
とが必要ではないかと思います。この機会にみんなでどう
したらよいか考えてみませんか。
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今年の年次総会は１１月汪
本内分泌撹乱物質学会会長の森田昌敏先生にお話いただくほか、アスベスド、
重金属、廃プラリサイクルなどの分科会を開催する予定。ぜひ今のうちからス
ケジュールに入れておいてくださいね。

町ｇ

鉛問題について厚労省と意見交換をした際、「実は近々経済産業省と合同で検
討会を開催する予定です」と言われていたのですが、その第１回が６月□日に
開催されました。この検討会は事前申し込みをすれば誰でも傍聴可能です。
またホームベージ（http://www.ｍｈｌｗ.ｇｃ３.ｊｐ/ｓｈｉｎｇｇｉ／ｏｔｈｅｒ．ｈｔｍｌ）でも会

議資料や議事録が掲載される予定なので、ぜひチェックしてみてください。

。 ｀ １ ゛ ● ａ ° ゜ Ξ
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東京都では、プラスチックのゴミの焼却処理が進められようとしています。
しかしプラスチックゴミは、燃やさなくても放置しているだけで有害化学物質
を放散していること、また圧縮するとさらに多く有害物質を出すというショッ
キングな研究が発表されました。
東京大学大学院新領域創成科学研究科教授の影本浩先生にお話をおうかがい
します。
◇日時：フ月１４日（金）午後６時半～
◇場所：日本弁護士会館５階５０８号室（東京メトロ霞ケ関駅下車、ＢＩ出□）
◇参加費：一般１０００円国民会議会員５００円

回 ． ＝ ９ ・ Γ Ξ ● ． ● ． ｌ

４月１３日常任幹事会
５月１０日アスベストチーム会合
５月１１日常任幹事会
５月１２日子どもプロジェクトチーム「鉛の
リスク削減に関する提言」を環境大臣宛に提
出、環境省担当者と意見交換、記者会見皿・』・ふ
子どもプロジェクトチームｒ鉛のリヌク削
減に関する提言」を厚生大臣宛に提出、厚生
省担当者と意見交換、記者会見
同提言を、経済産業大臣宛て、衆議院・参

議院の環境委員会の国会議員宛て、各政党の
政策担当部局宛てに郵送。
５月１６日第３回ジャパン・チャレンジ推進
委員会に中下事務局長出席
５月２２日子どもプロジェクトチームＦ鉛の
リスク削減に関する提言」を文部科学大臣宛
に提出、文部科学省担当者と意見交換
５月２７日子どもプロジェクト第１回セミナ
ー開催
６月１日アスベストチーム、アスベスト対策
について文科省、厚労省の担当者からヒアリ
ング
子どもプロジェクトチーム「鉛のリスク削

減に関する提言」を経済産業省担当者と意見
交換

ダイオキシン・環境ホＪしモン対策
国 民 会 議 提 言 と 実 行
ニ ュ ー ス レ タ ー 第 ４ １ 号
２００６年６月発行

発 行 所
ダイ オ キ シ ン ・ 環 境 ホ ル モ ン 対 策
国 民 会 議 事 務 局
〒１６０・０００４‘Ｍｆ京祁新宿区四谷ＩＪ

戸川ビル４皓
ＴＥＬ０３-５３６８-２７３５

ＦＡＸ０３，５３６８-２７３６

編集協力・レイアウト
㈲総介工房キャップ

編集後記広報委員会委員長佐和洋亮

『キャンドルナイト』

キャンドルナイトの運動がある。
０３年から、毎年、夏至と冬至を中心と

した日の夜、日本各地で電気を消してろう
そくの灯りだけで夜を過ごす。
「名月や池をめぐりて夜もすがら」

と詠んだ芭蕉も、月明かりの下、池の辺を
歩いてスローライフをしていたに違いな
い。
東京をはじめとする日本の都会は、ヨー

ロッパの都市に比べて殊の外夜景が明る
い。そのような必要以上の明るさが当たり
前になり、その分、余計なＣＯ２を放出して
い る。
この運動は、ろうそくの光の中で、「便

利さと人々の幸せ」について考える。

昨秋、ギリシャ時代の円形劇場の調査研
究をしている大学の先生に連れられて、ギ
リシャ、トルコを廻った。アレキサンダー
の大遠征は、行く先々の町に劇場を造った。
その遺跡が地方都市や山奥に点在してい
る。２干数百年の時を経ても、劇場だけは、
しっかりした石造りなので、原型に近い形
で残っているものが多い。
劇場は西向きに造られている。
その先生の説明によると、朝から芝居が

始まり、夕方にクライマックスを迎える。
日は西に傾き、舞台の背景になっている海
や山が夕日に映える。自然の照明効果。太
陽も沈みゆく夕日となり、やがて闇に消え

去り、そして、悲劇の上演は終わる。
観客は、権力者も金持ちも、自分が宇宙

の中の瞬時の存在に過ぎないことに思いを
致 す。

私が常駐している弁護士過疎地のふる
里、島根県石見（いわみ）地方では、古く
から、石見神楽という里神楽がある。
「面取れば漁師の顔や里神楽」とい

うように、農漁村の人たちが、各地域で神
楽集団「社中」を作り、村祭りや町のイベ
ントなどに競い合って出演している。祖父
や親から子や孫へ、代々引き継がれている
この舞は、電気がくる前は、ろうそくやか
がり火の灯りの中で舞われていた。
私が幼少の頃の秋祭りでは、明け方まで

神社の境内で舞が舞われ、夜が白々と明け
る頃、八岐大蛇（やまたのおろち）の出し
物があり、須佐之男命（すさのおのみこと）
が大蛇の首を取って神楽が終わる。そして、
霜が降りた畑の中の道を、みんな家路につ
いたものだ。

今年の６月１７日の１００万人のキャンド
ルナイト。この山陰の地でもＦキャンドル
ナイト浜田］のイベントがある。夜間に営
業する店では、ライトダウンして、キャン
ドルの灯などでサービスをする。また、高
台の広場では、ろうそくの灯り中での音楽
会がある。私もシャンソンを一曲歌わせて
戴く。ろうそくの光の中で、遠くギリシャの
劇場や電気のない時代に想いを馳せよう。
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